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地域再生計画 

 

１ 地域再生計画の名称 

第２期女川町まち・ひと・しごと創生推進計画 

 

２ 地域再生計画の作成主体の名称 

宮城県牡鹿郡女川町 

 

３ 地域再生計画の区域 

宮城県牡鹿郡女川町の全域 

 

４ 地域再生計画の目標 

 本町の人口は、昭和 40 年の 18,080 人をピークに減少に転じ、平成 22 年には

10,051人まで減少した。また、東日本大震災での甚大な被害により大幅な人口減

少となり、令和７年９月末現在では 5,750 人となっているが、将来的な人口推計

では、国立社会保障・人口問題研究所によると令和 27年に 3,495人になる見込で

ある。 

 年齢３区分別の人口動態をみると、年少人口（０～14歳）の比率が、昭和 40年

の 30.8％から、平成 22 年には 10.5％に、平成 27 年には 8.7％、令和２年には

8.1%まで減少している。また、生産年齢人口（15～64 歳）の比率は、昭和 40 年

の 63.7％から、平成 22年には 55.9％、平成 27年には 57.7％と減少傾向にあり、

令和２年には 55.3％まで減少している。一方で老年人口（65 歳以上）の比率は、

昭和 40 年の 5.5％から、平成 22 年と平成 27 年は同数の 33.6％に増加、令和２

年には 36.3%とさらに増加しており、人口減少と同時に少子高齢化が急速に進展

している状況である。 

自然動態については、出生数は昭和 45 年の 310 人をピークに減少し、平成 29

年では 25 人に減少したが、令和３年には 39 人まで改善したものの、その後は減

少傾向となっており、令和６年には 14人となっている。。死亡数は、東日本大震

災による一時的な影響はあるものの、平成 24 年の 112 人からは概ね横ばいで推

移している。平成 22 年以降、死亡数が出生数を上回る自然減の状態が続いてお
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り、令和６年には 99人の自然減となっている。 

社会動態については、平成 23 年は転入者（176 人）が転出者（880 人）を下回

り社会減（724人）であり、東日本大震災発生以降、大幅な減少傾向にあったが、

平成 28 年以降は復興事業による公営住宅への入居開始や宅地分譲等が本格化し

たことにより、減少幅は緩やかに推移している。令和６年には転入数 258 人、転

出数 268人と 10人の社会減となっている。 

今後も人口減少や少子高齢化が進むことで、経済活動の縮小やコミュニティ機

能の低下など、住民生活の様々な分野に大きな影響を及ぼすものと懸念される。 

これらの課題に対応するため、人口減少を正面から受け止めたうえで、人口規

模が縮小しても地域を機能させる施策や、多様な自然環境などの地方の強みをい

かした若者や女性にも選ばれる地域づくりなどに取組みつつ、ＡＩ・デジタル技

術の徹底活用により「誰もが豊かに暮らせる社会」の実現に向け取組んでいく。 

なお、これらに取り組むに当たっては、次の事項を本計画期間における基本目

標として掲げ目標の達成を図る。 

  

・基本目標１ 海と山が感じられ、誰もが暮らしたくなる安全・安心・快適

なまち 

 ・基本目標２ 未来に向かって海と人が輝き、地域を支える産業のまち 

 ・基本目標３ 地域の支え合いとつながりで、一人ひとりの幸せが実現する

まち 

 ・基本目標４ 町民全体が生涯にわたって学び合い、心豊かに、生きる力を

育むまち 

 ・基本目標５ 効率的・効果的な行財政運営と協働による持続可能なまち 
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【数値目標】 

５－２の

①に掲げ

る事業 

ＫＰＩ 
現状値 

（計画開始時点） 

目標値 

（令和10年度） 

達成に寄与する

地方版総合戦略

の基本目標 

ア 

町民バス利用者数 21,546人 25,000人 

基本目標１ 

木造住宅耐震改修工事助

成件数(第２期累計) 
０件 ５件 

太陽光発電システム設置

補助件数(第２期累計) 
26件 50件 

イ 

女川町地方卸売市場水揚

高 
78.2億円 80億円 

基本目標２ 

製造品出荷額（製造業） 119.6億円 130億円 

新規事業所立地件数（企

業立地奨励金対象事業所

）（第２期累計） 

14件 30件 

まちなか交流館利用人数 82,179人 150,000円 

ＪＲ女川駅乗車人数（一

日平均） 
194人 300人 

入込観光客数 421,897人 750,000人 

ウ 

重度要介護者の割合 7.0％ 6.8％ 

基本目標３ 

保育所待機児童数 ２人 ０人 

子育て支援センター利用

者数 
1,113人 1,500人 

特定健診受診率（40～64

歳） 
41.1％ 60.0％ 

エ 

学校地域連携活動（潮活

動）参加者満足度 
85.7％ 90％ 

基本目標４ 
地域支援（まなびっこ）参

加者満足度 
98.9％ 100％ 
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学習塾代等支援事業補助

金活用件数 
270件 300件 

つながる図書館来館者数 11,633人 20,000人 

生涯学習センター利用者

数 
10,671人 18,000人 

オ 

町公式ホームページ閲覧

者数 
267,144人 300,000人 

基本目標５ 女川町民会議参加者数 81人 200人 

移住相談件数 57件 60件 

転出超過数 ０人 ０人 

 

５ 地域再生を図るために行う事業 

５－１ 全体の概要 

５－２のとおり。 

 

５－２ 第５章の特別の措置を適用して行う事業 

○ まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附を行った法人に対する

特例（内閣府）：【Ａ２００７】 

① 事業の名称 

第２期女川町まち・ひと・しごと創生推進事業 

ア 海と山が感じられ、誰もが暮らしたくなる安全・安心・快適なまち推進

事業 

イ 未来に向かって海と山が輝き、地域を支える産業のまち推進事業 

ウ 地域の支え合いとつながりで、一人ひとりの幸せが実現するまち推進事 

  業 

エ 町民全体が生涯にわたって学び合い、心豊かに、生きる力を育むまち推

進事業 

オ 効率的・効果的な行財政運営と協働による持続可能なまち推進事業 
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② 事業の内容 

ア 海と山が感じられ、誰もが暮らしたくなる安全・安心・快適なまち推進

事業 

 ○安全・安心に暮らせる環境及び生活の質の向上・維持を図る。 

【具体的な事業】 

・防災意識向上のための啓発活動の推進 

     ・災害に備える体制や施設を整備し、円滑な防災行動を実現 

・交通マナーを向上させ、町内の交通安全の実現を推進 

・復興まちづくり後の新たな地域でのコミュニティ形成を推進し、地域 

住民の活動を支援 等 

      

イ 未来に向かって海と人が輝き、地域を支える産業のまち推進事業 

 ○豊かな水産資源・森林資源等を活用した地域産業の振興を図る。 

【具体的な事業】 

・女川町地方卸売市場の機能の強化 

・漁港・港湾・水産施設の基盤整備 

・森林保全のための基盤整備 

・農地・森林等の活用の促進 

・商工業事業者に対する包括的な支援の推進 等 

  

ウ 地域の支え合いとつながりで一人ひとりの幸せが実現するまち推進事業 

○住民同士が支え合い、心身ともに健康に安心して暮らせるまちづくりを

推進する。 

【具体的な事業】 

・地域住民の交流の活性化やコミュニティづくり  

・町内で持続可能な医療体制の維持 

・高齢者や障害者の福祉のための支援策やサービスの充実 

・生活困窮者等への支援策の充実 

・子育て世代をサポートし、子育てを支える地域の実現を推進 等 
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エ 町民全体が生涯にわたって学び合い、心豊かに、生きる力を育むまち推

進事業 

 ○夢に向かい成長していける教育・生涯学習環境の整備を推進する。 

【具体的な事業】 

・施設一体型小中一貫教育学校での切れ目のない教育の推進 

・子供たちの夢を実現するため学力向上の推進  

・生きる力を育むために「みやぎの志教育」の推進  

・文化財の保護・保存・活用の推進 等 

 

オ 効率的・効果的な行財政運営と協働による持続可能なまち推進事業 

○公と民が協働し、地域資産等を活用したまちづくりを推進する。 

【具体的な事業】 

・広報活動を通じた、まちの魅力や価値の発信 

・公民連携による公有財産の活用や適切な維持管理の推進 

・地域の住民が自立し、まちづくりに参加するできる仕組みづくり 

・行政・町民・民間事業者の役割分担を見直し、まちづくりの推進 等 

 

 ※なお、詳細は第２期女川町まち・ひと・しごと創生総合戦略のとおり。 

 

③ 事業の実施状況に関する客観的な指標（重要業績評価指標(ＫＰＩ)） 

４の【数値目標】に同じ。 

④ 寄附の金額の目安 

1,000,000千円（令和８年度～令和 10年度累計） 

⑤ 事業の評価の方法（ＰＤＣＡサイクル） 

毎年度 12月に外部有識者による効果検証を行い、検証後、女川町公式ＷＥ

Ｂサイト上で公表する。 

⑥ 事業実施期間 

令和８年４月１日から令和 11年３月 31日まで 

 

６ 計画期間 

令和８年４月１日から令和 11年３月 31日まで 


